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　令和４年１月１２日㈬、越後妻有文化ホール「段十ろう」にて、十日町市スキー協会主催による「２０２２北京五輪日本代表出
場選手激励壮行会」が開催されました。この度の北京五輪に出場したのは、十日町市出身の宮沢大

ひろ

志
ゆき

選手（ＪＲ東日本スポーツ
スキー部）と児玉美希選手（太平洋建設ＳＣ）の２名。市民や来賓、関係者など約１5０人が参加して行われた会では、指導を
受けた恩師から激励の言葉や国旗への寄せ書き・花束が贈られたほか、出身中学の後輩たちからの応援ビデオメッセージが上映
されるなど、２人の大舞台出場を祝福。激励を受けた宮沢選手・児玉選手それぞれからは、これまで支えてくれた人たちへの感
謝と、オリンピックへの熱い抱負が力強く語られました。北京オリンピックは２月４日㈮から２月２０日㈰まで開催されました。
　十日町市から羽ばたいたオリンピアン！想像もつかない北京の過酷な条件下、日本代表としての大奮闘、大変お疲れ様でした。

（写真提供：BRAV JAPAN K.K・十日町市スキー協会）
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2022.1.12　北京五輪日本代表出場選手激励壮行会

宮沢大志選手 児玉美希選手

2022.1. 22　世界を目指す未来の子供たちによる応援イベント
クロカンのメッカ「十日町市吉田クロスカントリー競技場」にて
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　２年続きの豪雪に見舞われた冬でしたが、ようやく当地
にも待望の春が訪れようとしております。
　私が十日町法人会の会長を拝命して早いもので２期目・
３年が経過しようとしております。会員の皆様には日頃よ
り当会の活動にご理解ご協力を賜り、改めて厚く御礼申し
上げます。
　さて、北京五輪も終了し、日本は冬季過去最多の１８個の
メダルを獲得して国民に大きな感動を与えました。その感
動とは裏腹に新型オミクロン株の急速な拡大による第６波
は人類に大きな脅威を及ぼしております。新潟県も「まん
延防止等重点措置」が３月６日まで延期され、未だに感染
が収まらず、第７波に向け十分な注意が必要です。
　令和３年度の当法人会の活動は、ハイキングや親睦ゴル
フ大会は残念ながら中止となりましたが、他の事業は感染
防止対策の徹底や規模縮小・開催方法の変更などにより、
ほぼ計画通りに進めることが出来ました。
　特に租税教室や絵はがきコンクール、児童図書の寄贈、
福祉施設へのタオル寄贈は今後も社会貢献活動として積極
的に展開していく所存です。
　こうした状況の中、１２月に令和４年度税制改正大綱が決
定されました。基本的な課題はコロナ対策の財源となった
国債の膨大であります。
　将来世代に先送りせず現世代で解決するよう議論されて
おりますが、さらなる税財政改革により持続可能な社会保
障制度と財政健全化を両立できるような積極的な取り組み
を期待しております。
　法人関係では、中小企業における所得拡大促進税制の見
直し、いわゆる賃上げによる税額控除、交際費損金算入制
度の２年延長、５Ｇ導入促進税制の税額控除の見直しなど、
多岐にわたっております。
　私たち企業は、社会の変化に対応した税制に目を向けな
がら経営に取り組むことが求められております。コロナ禍
も既に３年目に入って、とりわけ中小企業は大変厳しい状
況に置かれておりますことから、政府と自治体による対コ
ロナ措置の周知徹底と申請手続きの簡略化などに全力で取
り組んでいただきたいと願っております。
　当法人会としても、税のオピニオンリーダーとして、ま
た国や地域社会の繁栄に貢献する経営者の団体として、今
後も法人会活動をより積極的に展開し、企業の発展や地域
社会に貢献できるよう取り組んでまいりたいと思います。
　改めて税務当局並びに税理士会様のより一層のご指導を
お願いする次第です。
　結びにあたり、会員企業の益々のご発展と皆様のご健勝
を心から祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。

　十日町法人会の皆様には、日頃から税務行政に関しまし
て、深いご理解と格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　令和３年分の所得税等の確定申告も終え、その状況につ
いては、本年も昨年に引続き、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けたほか、１月半ばから申告期間における大雪
などにより、確定申告事務運営にも影響があり、十日町税
務署では、新型コロナウイルスの感染リスク軽減や申告会
場への来場等の負担軽減の観点から、自宅等からのｅ－Ｔ
ａｘ、特にスマートフォンを利用した電子申告の普及拡大
に努めてまいりました。
　本年の所得税等の確定申告も、法人会会報誌によります
広報をはじめ、周知、広報活動にご協力いただき、ｅ－Ｔ
ａｘ利用率は昨年を上回る良好な成果を得ることができ、
ありがとうございました。
　また、法人税及び法人消費税のｅ－Ｔａｘによる申告に
つきましては、法人会会員の皆様のご努力、ご協力により、
関東信越国税局の中でも高いｅ－Ｔａｘ利用率となってお
り、重ねて感謝申し上げます。
　今後はｅ－Ｔａｘの更なる利用促進に向け、申告書のみ
ならず財務諸表や勘定科目内訳書といった添付書類全般に
つきましても、ｅ－Ｔａｘによる提出をお願いいたします。
　さて、令和５年１0月にインボイス制度が導入されます。
　インボイス制度は、会社や個人事業主といった事業を営
まれている方だけではなく、駐車場を貸している方など、
消費税が生じる取引に関係する方にかかわる制度となりま
す。
　事業者の方々に制度内容をご理解いただき、事業者登録
申請を行っていただく必要があるため、十日町税務署では、
５月以降インボイス制度の説明会及び登録申請の相談会を
開催し、更なる制度の周知・登録申請の促進を図ることと
しております。
　税務署としては、ｅ－Ｔａｘの更なる普及拡大やインボ
イス制度の周知広報など大きな課題が課されております。
　このような状況下、十日町法人会の皆様には、従来から
国税当局と良好な連携、協調関係を築いていただいており
ます。今後とも円滑な税務行政の推進等に一層のお力添え
をいただきますようお願いいたします。
　結びに当たり、十日町法人会並びに会員皆様の更なるご
発展とご健勝を心から祈念いたしまして、挨拶とさせてい
ただきます。

ご 挨 拶
公益社団法人　十日町法人会
会　長　関 谷 克 浩

ご 挨 拶
十日町税務署　署長　　
村 山 彦 紀
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受賞おめでとうございます！

演 題『人間力を上げるには』
講師 ： 松 下 賢 次 氏（元ＴＢＳアナウンサー）

　今年度もコロナ感染拡大状況を踏まえ、国税庁の方針により「納税表彰式」は
中止となりました。
　「税を考える週間」の令和３年１１月１２日㈮、十日町法人会では、独自で令和３
年度「法人会会長表彰・優良経理担当者表彰」表彰式典を開催しました。

●十日町法人会会長表彰　　十日町法人会　副会長　　大平　政栄　㈲大平木工
　　　　　　　　　　　　　十日町法人会　理　事　　保坂　恭久　信越スペースシステム㈱

●十日町法人会優良経理担当職員表彰　　津端重喜　㈱大阪屋商店・富井文子　苗場建設サービス㈱・西山幸子　十日町砂利㈱

大平政栄氏

津端重喜氏

保坂恭久氏 法人会会長表彰

富井文子氏 西山幸子氏 優良経理担当者表彰

受賞者代表謝辞　大平政栄氏

　「税を考える週間」の令和３年１１月１６日㈫に、多
年にわたり納税制度の普及発展に努められてこられ
たそのご功績に対しまして、村山彦紀十日町税務署
長様から「十日町税務署長賞」が授与されました。
●十日町税務署長賞
　　十日町法人会　理事　山田　泰　㈱山田建設

令和３年度　十日町法人会表彰式典

　永年、五輪やＷ杯等のスポーツ中継等で活躍されたＴＢＳの
名アナウンサー松下賢次氏より、ユニークでエネルギッシュな
ご講演をいただきました。

「成功の源は、常に挑戦をし続け決して諦めない事」
１．観察力・あらゆる角度から物を視る力
２．発想力・アイデア、ひらめき
３．創造力・新たに物を作り出す力
４．表現力・人々に伝えてゆく力
５．決断力・あらゆる情報を分析し決断する
６．決して諦めない精神力

令和３年度　納税表彰

山田 泰氏

記念講演会
期日：令和３年
　　　11月12日㈮
会場：ラポート十日町
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　人間形成の観点から本に親しみ、読書により豊かな心の増進に役
立てていただくため、税に関する絵はがきコンクール等、租税教育
に協力いただいている小学校へ今年度も児
童図書を贈呈しました。
　令和４年３月２２日㈫、津南町立津南小学
校に関谷克浩会長が訪れ、３校（津南小学
校・芦ヶ崎小学校・上郷小学校）へ児童図
書１4８冊分の目録を島田敏夫教育長へ渡し
ました。津南小学校においては、山岸繁校
長に直接、児童図書８7冊を手渡しました。

【税務研修会】～基礎からわかる「インボイス制度」導入への対応講座～

社会貢献活動「児童図書寄贈」

　令和５年１0月１日から新たに「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」がスタートします。既に令和３年１0月１日より登録申請
受付が始まっています。今回は「基礎からわかるインボイス制度導入への対応講座」と題し、「インボイスとは何か？」から制度の仕
組み、留意すべき点や必要な手続きなどについての研修会となりました。
　講師は、十日町税務署法人課税部門統括国税調査官の五十嵐義之氏でした。両会場共、定員を満たす出席者となり、インボイス制度
への関心の高さが伺える研修会となりました。

■経理事務実務者研修会
　令和３年１１月２２日㈪にクロステン中ホール会場、そして１１月２5日㈭に津南町役場大会議室会場において、経理事務実務者を対象とし
た税務研修会を開催しました。

■松代松之山地域税務研修会＆親睦会
　令和３年１0月２9日㈮、松之山温泉「旅館明星」において、松代松之山地域税務研修会が開催されました。法人会の原点である税に関
する研修会として「基礎からわかるインボイス制度導入への対応講座」と題し、十日町税務署法人課税部門統括国税調査官の五十嵐義
之氏から講習していただきました。
　又、研修会終了後は、松代松之山地域の地域会員間の情報交換と親睦を図る目的で、
会員親睦会が開催され、コロナ禍において久しぶりの再会に、大変盛会となりました。

クロステン会場講師　五十嵐義之氏

講師　五十嵐義之氏 研 修 会 親 睦 会

島田敏夫津南町教育長への目録贈呈

山岸 繁津南小学校長

津南町役場会場

研修会・セミナー開催
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青年部会の活動

女性部会の活動
■ 「第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会」に参加

新しい形、新潟から。～新時代  令和に羽ばたく女性の力～

■ 【租税教育活動】第８回税に関する絵はがきコンク
　 ール「審査会」＆「表彰式」

■ 企業訪問　～創始1６０余年、創業1２０余年の
　 老舗メーカー「吉澤織物㈱」を訪問～

■ 租税教室
　青年部会事業の重要な柱に位置付ける租税教室を今年度も小
学校７校、中学校１校で開催しました。
○１１月以降に、租税教室を開催した小学校及び青年部会派遣講師
・十日町市立下条中学校生徒数　２７名　令和３年１１月２５日㈭
　講師：山田　剛
・十日町市立馬場小学校児童数　１６名　令和４年１月２０日㈭
　講師：本木太一・上村友博
・十日町市立東小学校児童数　２７名　令和４年１月２１日㈮
　講師：上村友博

　令和３年１１月１６日㈫に朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンターにお
いて、全国から来賓、女性部会員など合わせて約１,２00名が参加して、
法人会全国女性フォーラム新潟大会が開催されました。
　大会の第１部の記念講演は、佐渡出身で、文化庁前長官の宮田亮平氏
が「ときめきのとき」と題して講演してくださいました。
　十日町法人会女性部会からも８名の部会員が運営スタッフとして参加
し、物産展にはクロステンが出店し、十日町の物産はほぼ完売しました。
　参加された全国の女性部会の皆様から「一致団結していた」「素晴らしかった」と賞賛のお言葉をいただきました。このコロナウイ
ルス感染拡大の中、本当に、無事に開催できて良かったです。

　令和３年１１月２６日㈮、津南小学校において「第８回税に関する絵はがき
コンクール表彰式」を実施しました。津南小学校は今回のコンクールで、
十日町法人会会長賞の宮澤空良さん、十日町税務署長賞の小島ひかりさん
をはじめ、６名の方が入選を果たしました。誠におめでとうございます。

■ 【社会貢献活動】「未使用タオル寄贈」
　令和４年３月１６日㈬、女性部会の社会貢献の一環と
して実施している、会員から集めた未使用タオルの寄
贈を今年度は、地域の社会福祉法人苗場福祉会が運営
する特別養護老人ホーム「みさと苑」へタオル２00枚を
寄贈しました。贈呈者は、女性部会長の蕪木京子さん
と副部会長の児玉さゆりさん
です。施設を代表してタオル
を受け取られた施設長の柳原
真由美さんからは「有効に活
用させていただきます。」と
コメントをいただきました。

　令和３年１２月１日㈬、２
年振りに青年部会「企業訪
問」を実施しました。
　「きものの街十日町」の
きもの製造業「吉澤織物㈱」
は、織物を祖業としながら
技術革新で高度な友禅技法
の導入に成功し、以降本格古典を追求しながら友禅と伝統の「十
日町明石ちぢみ」等織物の両方を創作できる業界唯一無二の「染
めと織りのきもの総合メーカー」です。
　訪問には、青年部会員はじめ１２名が参加。
代表取締役社長で当法人会の理事である八
代当主の吉澤武彦様の説明や、一線で活躍
する「伝統工芸士」の社員の皆様の貴重なお
話しや巧の技に触れることが出来ました。

１月21日　東小学校

１月20日　馬場小学校

柳原真由美施設長への寄贈審査会の様子 宮澤空良さん 津南小学校にて
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〇 インボイス制度の概要 

 

１ 適格請求書（インボイス）とは、 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記

載が追加された書類やデータをいいます。  

  

 
 
２ インボイス制度とは、 

＜売手側＞  

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、イン

ボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があり

ます）。  

＜買手側＞  

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業

者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。  

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な

事項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用

を受けることもできます。  
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　十日町法人会では、令和３年１２月３日㈮、十日町市役所を関谷克浩十日町法人会会長と児玉義昭税制委員長が訪問
し、関口芳史十日町市長と鈴木一郎十日町市議会議長に「令和４年度税制改正に関する提言書」を手渡しました。

市長・議長へ令和４年度税制改正に関する提言

令和４年度　税制改正スローガン
●ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、 税財政改革の実現を！
●適正な負担と給付の重点化・効率化で、 持続可能な社会保障制度の確立を！
●コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！
●中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

　我が国経済は新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により未曾有ともいえる危機的事態に陥ったが、来年度
には流行の収束が見込まれているほか、企業収益をはじめとして経済社会もコロナ前の状態に戻りつつある。この
ため、ポストコロナに向けた戦略をどう構築し実行していくかが最も問われている。 　
　それにはコロナ禍によってもたらされた問題や課題を冷静に分析し解を見出す必要がある。その意味で最重要と
言えるのは、莫大なコロナ対策費の財源を賄った国債、つまり膨大な借金をどう返済するかであろう。先進国の多
くはこうした借金について返済計画の大枠を示しており、我が国も東日本大震災の復興計画などを参考に具体的な
方策を早急に策定すべきである。 　
　今回のコロナ禍は国際経済の枠組みにも影響を与えた。その代表例は法人税の国際的な最低税率設定で各国が合
意したことだろう。国債の返済財源確保が発端になったわけだが、近年の法人税率引き下げ競争に歯止めをかける
意味でも明確な潮流変化と言える。また、喫緊の課題となった温室効果ガス削減を目指す脱炭素化は、産業界にと
って重荷であると同時に成長のカギとなろう。 　
　急激に拡大する中国のプレゼンスを警戒する米国主導の幅広い対抗戦略が先進各国に波及したのも新しい流れで
ある。我が国もこれを受け、本年の「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針２0２１）で「経済安全保障」と
いう概念を示し、先端技術流出の防止や戦略的物資の供給網強靭化などを打ち出した。経済界もこうした内外のパ
ラダイム変化を踏まえた対応が求められる時代に入ったといえよう。 　
　また、コロナ禍が長期化した中で、医療界が内包する矛盾も明らかになった。急性期医療の脆弱さや大病院から診
療所までの役割分担策の不在、デジタル化の遅れなどである。これを機に医療体制の抜本的な改革が必要であろう。
　さらに強調したいのは、たとえコロナ禍が収束に向かったとしても、その後遺症は小さくないということである。
とくに中小企業は長期にわたってコロナ禍の影響を直接的に受け、対応は限界に達している。地域経済と雇用を担
う中小企業が立ち直れなくなれば、我が国経済は土台から揺らぐことになる。税財政や金融面からの実効性ある対
策が急務である。

令和４年度税制改正に関する提言
～全法連では、令和４年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました～

行動する法人会
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Ⅰ．税・財政改革のあり方 

１．財政健全化に向けて 
　感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけではな
く大胆な規制緩和を行うなど、スピード感をもって日本経
済の本格的な回復に向けた施策を講じる必要がある。また、
財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的
な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を進めること
が重要である。 

２．社会保障制度に対する基本的考え方 
　適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・
効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、持続可能
な社会保障制度の構築と財政健全化は達成できない。また、
社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本であり、これを
踏まえ公平性を確保したうえでその役割と範囲を改めて見
直す必要がある。

３．行政改革の徹底 
　地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の精神
に基づき自ら身を削り、直ちに明確な期限と数値目標を定
めて改革を断行する。

４．マイナンバー制度 
　マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マ
イナンバーカードの普及率が低いなど、国民や事業者が正
しく制度を理解しているとは言い難い。政府は制度の意義
等の周知に努め、その定着に向け本腰を入れて取り組んで
いく必要がある。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策 

１．新型コロナウイルスへの対応 
　中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の活性化
と雇用の確保などに大きく貢献している。いわば経済社会
の土台ともいえる存在であり、これが立ち行かなくなれば、
経済全体にとっても取り返しのつかない事態に陥る。政府
と自治体は複雑で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を
徹底するとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな
給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で取り組む
必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置 
　中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我が
国経済の礎である。近年はコロナ禍だけでなく、自然災害
による被害も多発するなど中小企業を取り巻く環境は一段
と厳しさを増している。そうした中でその存在感を示すこ
とができるような税制の確立が求められる。 
　⑴　中小法人に適用される法人税の軽減税率の特例１5%

の本則化、適用所得金額の引上げ。 　

令和４年度　税制改正に関する提言（概要）

　⑵　「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の取
得価格の損金算入の特例措置」の拡充、本則化。 等 

３．事業承継制度の拡充 
　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性
化や雇用の確保などに大きく貢献している。中小企業が相
続税の負担等によって事業が承継できなくなれば、経済社
会の根幹が揺らぐことになる。平成30年度の税制改正では
比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対策
が必要である。
　⑴　事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承

継税制度の創設 　
　⑵　相続税、贈与税の納税猶予制度の充実、特例承継計

画の提出期限の延長等 　
　⑶　引取相場のない株式の評価の見直し

４．消費税への対応 
　消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせ
ないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいうえ、
税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点
から問題が多い。このため、かねてから税率１0%程度まで
は単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」
の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、
問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必要である。 
　⑴　システム改修や従業員教育など、事務負担が増大す

る中小企業に対して特段の配慮をすること。 
　⑵　令和５年１0月からの「適格請求書等保存方式」 導入

に向け、令和３年１0月より「適格請求書発行事業者」
の登録申請がはじまった。新型コロナは小規模事業者
等の事業継続に大きな困難をもたらしており、さらな
る事務負担を求めれば休廃業を加速することになりか
ねない。現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面
維持するなど、弾力的な対応が求められる。等

Ⅲ．地方のあり方 

　今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行政組
織間の意思疎通不足、病院間の特性に応じた役割分担がな
されていなかったことが浮き彫りとなった。これを機に、
緊急時の医療体制を整備する必要があるが、そのためには
国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可欠であり、改
めて広域行政の必要性を強調しておきたい。また、地方自
身がそれぞれの特性や強みをいかした活性化戦略を構築
し、地域の民間の知恵と工夫により、新たな地場技術やビ
ジネス手法を開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を理念とし、自
らの責任で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案
し実行していくことである。
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☆会社の沿革を教えていただけますか？
上村社長：私の曽祖父にあた

る初代上村島吉が大正２年
（１9１3年）、太田島にて創業
したのが上島商店の始まり
です。私が４代目となりま
す。中古の水車を買って、
太田島の搗き（つき）屋と
して、米をついたり、粉ひ
きをしたりして、信用を得
たのち、米屋として商いをしていました。自分でも
米を作っていましたが、周りの農家からお米を集め、
それを販売していたということです。

☆事業内容を教えていただけますか？
上村社長：現在もお米の販売が主事業です。農家さん

に農薬や肥料など資材をお届けして、米を買い取り

株式会社  上
かみ

　島
しま

（十日町市）

代表取締役　上 村 友 博 さん

ます。それを米問屋などに販売しています。また営
農指導もしています。その他には酒店として業務用
のお酒の販売や、小売店として地酒やお米の販売を
行っております。

☆ご苦労はどんなところにありますか？
上村社長：やはりお

米の出来が不安定
なところですかね。
米づくりは天候に
左右されるので、
温度、長雨、風な
どの変化に応じて
きめ細かく栽培し
なければなりませ
ん。令和２年の時
は、梅雨明けが遅
かった上、秋に台

社長さん こんにちは

　今回は十日町市土市にある㈱上島さんにおじゃ
まして、社長の上村友博さんにお話をお伺いいた
しました。

「信用と信頼が大切です」

昭和50年９月、初代 上村島吉記念碑除幕風景。
除幕の紐を引くのが現社長の上村友博さん。

会社全景

お米やお酒がならぶ店内

初代　上村島吉氏
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☆先ほど営農指導もされているというお話を伺いまし
たが、おいしいお米をつくる秘訣はどんなところに
あるのでしょうか？

上村社長：やはり生産者のお米にかける愛情ではない
でしょうか。熱意がある方のお米は本当にうまいで
す。その方は “稲の声が聞こえる” と言います。

☆新型コロナウイルスの影響はありましたか？
上村社長：業務用のお酒が大量に返品になったり、お

米の販売が落ちたり、先が見通せない時期が続いて、
大変でした。

☆ところで、上村社長は昨年６月より法人会の青年部
長として活躍されているということですが、どのよ
うな活動をしているのですか？

上村社長：主に地域の小学校・中学校へ出向いて租税
教室を行っています。租税教室とは子供たちが税金
を学び、使い道を知り、将来納めることを前向きに
とらえるだけでなく、一緒に今からできることはな
いか考え、行動するきっかけをつくる取り組みです。
クイズなどを用いながら楽しく学びます。また、全
法連青連協が進める、財政健全化のための健康プロ
ジェクトを推進する活動も行っています。

☆上村社長のご趣味を教えてください。
上村社長：アルペンスキーです。小学生の娘と一緒に

近くのスキー場に行ったりしてます。

☆最後に法人会のみなさんにメッセージなどをお願い
します。

上村社長：健康に気をつけて頑張りましょう。

風や長雨が来たりと収穫前の稲がほとんど倒れてし
まいました。そのため刈り取るのも時間がかかり、
品質も収量も落ちてしまいました。農家の皆さんと
は定期的に反省会を行って、稲の生育に経験を役立
てています。

☆現在何軒くらいの農家の方とお取引があるのです
か？

上村社長：400軒くらいです。古くからの付き合いの
方がほとんどです。最近は農家の方の離農により、
生産法人さんとの取引も増えました。私もなるべく
足繁く農家の方のところへ行き、お話を伺うように
心がけています。やはり、信用と信頼関係が大切だ
と思いますので。

☆魚沼のお米がおいしい理由はどんなところにあると
思いますか？

上村社長：土と気候ではないでしょうか？農家の方に
聞くと雪が降らないとお米がおいしくならないとの
ことですから、雪も大切なんですね。

　お米を販売されていることは知っていましたが、肥
料や資材の販売や営農指導までされていることに驚き
ました。親切で丁寧なお人柄通りに農家の方とお付き
合いしていることがうかがえ、信頼を得ていると感じ
ました。ありがとうございました。

� インタビュアー　　　　　　　　　　　　　
法人会広報委員会　関口憲太・滝沢重雄

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

オリジナルのお米

おいしいと評判のオリジナル杵つき餅



（12） 十日町法人会だより №62

知
識
の
窓

「インフレ到来」
カネ余りバブルはどうなるか？！

お問合わせ・ご相談 有限会社サクセスプラン 〒948-0031 十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058

CFP®認定者（日本FP協会）
中小企業診断士（経済産業大臣登録）

池 田 　 隆

◆ご質問・個別相談等は、お気軽にお問い合わせください。　success@cocoa.ocn.ne.jp

　世界中のあちこちで、インフレ警戒感が高まってきています。インフレ以外にも、数多くの波乱要因が待ち構えています。空前の
カネ余りで、すごいブームとなってきた株式や債券など金融マーケットは、修羅場と化し、また、不動産市場もガタガタに崩れるで
しょう。世界とりわけ先進国経済の現状は、金融緩和とゼロ金利政策によって積み上げてきた「砂上の楼閣」みたいなもの。いわば、
カネ余りでもって虚構を積み重ねた「張りボテ経済」です。どうすれば良いか？想像したくもないようなひどい事態を、いかに軽傷
でやり過ごすかを考えておき、そして、バブル崩壊後に向けて次々と先手を打っていくことが必要です。

《激動の世界史と時代の大転換点》

　世界が未曽有の新型コロナウイルスのパンデミックに直
面している現在、先を見据えて考えることの価値はますま
す高まっています。

次の危機は必ず起こる
　１00年間の経験が我々に教えるの
は、「必ず次の危機は起こる」という
ことです。
新型コロナ危機
　新型コロナのパンデミックが世界史に残る出来事である
のは間違いありません。それは多数の人々の生命を奪った
社会的危機であり、国民の間に分断を生む政治的危機であ
り、そして移動の自由の制限から経済活動を急減速させた
経済危機でした。

　日本の借金が、止めどもなく膨張している。元々、天文
学的であった日本の借金は、新型コロナ対策で取り返しの
つかない異常な額に到達してしまった。すでに限界に近付
いており、そう遠くない将来、この国は破産することだろ
う。明治維新や敗戦直後の日本の例を見ながら現在の日本
が抱える諸々の問題について考え、国家が破産すると起こ
るハイパーインフレ､大増税､徳政令､という大惨事を見す
えて、未曽有の危機を生き残っていただきたい。

　１97２年に総理大臣に就任した田中角栄も積極財政を推し
進めた。地価が急騰し、インフレが社会問題化した。国債
発行額はさらに増えた。また田中は、１973年を「福祉元年」
と位置付け、社会保障制度を大幅に拡充。老人医療費の無
料化、健康保険の被扶養者の給付率引き上げ、高額療養費
制度の導入、年金給付水準の引き上げなど、多くの大盤振
る舞いが実施され財政を悪化させた。さらに、１973年石油
ショックが発生。

－あれからちょうど５０年－

「１００年間」に起きた「９つの危機」を
「ストーリー」で一気に学ぶ…！

第１０の危機？ 次の危機はどこで起こるのか？
−新型コロナ､債務累積、資産価値高騰

《参　考》
インフレ不可避の世界� 澤上篤人（明日香出版）　　
教養としての金融危機� 宮崎成人（講談社現代新書）
2026年日本国破産〈警告編〉� 浅井　隆（第二海援隊）　　

−債務が膨れ上がった国は、
悲劇に向かっている。−

(カーメン･Ｍ･ラインハート  ケネス･Ｆ･ロゴフ
 『国家は破綻する』日経ＢＰ社)

財務次官、モノ申す「このままでは国家財政は破綻する」　　財務事務次官　矢野康治「文藝春秋」202１年１１月号
　　誰が総理になっても１１６６兆円の “借金” からは逃げられない。コロナ対策は大事だが人気取りのバラマキが続けばこの国は
　　沈む。国庫は無尽蔵ではない

　数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ、一方では、財政収支黒字化の凍結が訴えられ、さらには消費税率の引下げまでが提案さ
れている。まるで国庫には、無尽蔵にお金があるかのような話ばかりが聞こえてきます。
　かつて松下幸之助さんは、「政府は金のなる木でも持っているかのように、国民が助けてほしいと言えば何でもかなえてやろうと
いう気持ちでいることは、為政者の心構えとして根本的に間違っている」と言われました。
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新潟支社　長岡営業所/新潟県長岡市今朝白１－８－１８(長岡ＤＮビル２Ｆ)
ＴＥＬ　０２５８－３２－１９５１

長岡支店/新潟県長岡市柏町２－２－３６(富士火災長岡ビル)
ＴＥＬ　０２５８－３３－９００９



十日町市長賞
十日町市立水沢小学校　中澤 冬羽さん

租税教育
活 動

銅　賞
十日町市立吉田小学校

丸山　翔梧さん

銅　賞
十日町市立下条小学校

須藤 維月さん

津南町長賞
津南町立芦ヶ崎小学校　関谷ゆず姫さん

銅
　
賞

津
南
町
立
津
南
小
学
校 

　

野
上
ひ
な
た
さ
ん
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菜
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翔
生
さ
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十
日
町
法
人
会
会
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小
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宮
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空
良
さ
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金
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津
南
町
立
津
南
小
学
校
　
中
澤 
千
紗
さ
ん

銅　賞
十日町市立西小学校　　

柴野 太我さん

銀　賞
十日町市立東小学校

福原　悠斗さん

女性部会長賞
十日町市立東小学校　小川紗愛弥さん

銀　賞
津南町立津南小学校　　

福原 梨子さん

十日町税務署長賞
津南町立津南小学校　小島ひかりさん

入選おめでとうございます！

　法人会女性部会（部会長：蕪木京子）では、小学生への租税教育活動
として、毎年、６年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実
施しています。
　第８回となる令和３年度は、新型コロナウイルスの影響の中で、９ヶ
校１3５点の応募をいただきました。１０月２２日、中学校美術講師 柳 百合
先生を審査員長に、女性部会正副部会長、十日町税務署より署長並びに
法人統括官、十日町市税務課長及び津南町税務町民課長により厳正に審
査が行われました。

銅　賞
津南町立上郷小学校　　

中沢陽向子さん

公益社団法人 十日町法人会

第8回 税に関する絵はがきコンクール


